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１．ガバナンス・情報開示のあり方（総論） 

 

○ 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議）概要（抜粋） 

３．公益性を取り扱う仕組みのあり方 

○ 今後の検討課題 

・ 上記の２つの考え方を基に、以下の仕組みのあり方に係る論点のほか、公益性を取り扱う仕組みの効果、現行の民法・公益法人に係る指導監督

基準等の関連規定及び公益法人等の実態を踏まえ、さらに検討。 

④ 適正運営の確保のあり方 

［検討の視点］ 

・ 公益性を有するに相応しい規律を前提とした法人の自律性の確保 

・ 法人の組織・運営が適正であるか否かの判断に資する透明性の確保 

・ 現行の主務官庁制の下での指導監督の手法を離れ、法人の適正運営の確保を担保する手段の必要性 

[検討課題] 

・ 公益性を有する非営利法人について、ガバナンスを強化し、一般の非営利法人に比べしっかりした規律を確保すべきとの観点を踏まえた、理事

の責任のあり方や理事に対するコントロールのあり方 

・ プライバシーの保護に留意しつつ、利害関係者に対する情報開示にとどまらず、いわゆる社会監視の考え方により適正運営を図ることの必要性

及びその開示の対象・内容・方法のあり方 

・ 法人の不適正な運営に適切に対処する観点から、現行の主務官庁による指導監督に代わる、実効性のある事後チェックの手段のあり方 

・ ガバナンスや情報開示等のあり方について、法人や事業の規模に配慮する必要性 

 

○ 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議）（抜粋） 

（別紙）新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題 

第２ 非営利社団法人（仮称） 

３ 社員 

(1) 社員の最低人数、地位 

社員たる資格の得喪等に関する規律について所要の規定を置くこととし、社員が１人となっても法人の存続を認めることとするが、設立の要件

として社員が 2 人以上であることを要するかどうかについて、引き続き検討する。 

(2) 社員の責任 

       社員は、法人の債権者に対して責任を負わないこととする（有限責任）。 

※ 有限責任タイプのほかに、社員が法人の債権者に対して責任を負うタイプの法人類型を設けるべきどうかについては、有限責任タイプの制

度設計を踏まえ、なお検討する。 
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４ 管理 

(1)社員総会、理事（理事会）及び監事に関する制度設計 

  ① 最高（万能）意思決定機関として社員総会を、執行機関として理事をそれぞれ置き、法人の業務を監査する機関として監事を置くことができる 

こととする（社員総会万能タイプ） 

  ② 社員総会万能タイプの他に、「基本的意思決定機関として社員総会を、業務執行に関する意思決定及び執行機関の業務執行を監督する機関として 

理事会を、執行機関として代表理事を、法人の業務を監査する機関として監事をそれぞれ置くこととする（理事会設置タイプ）」ことについて、引 

き続き検討する。 

(2)社員の議決権、社員総会の議事運営等 

  社員の議決権や社員総会の議事運営について、所要の規定を置くこととする。 

(3)理事及び監事に関する規律 

定数、任期、選解任、欠格事由及び法人との関係等に関する規律や非営利社団法人（仮称）又は第三者に対する責任等について、所要の規定を置

くこととする。 

５ 計算等 

会計帳簿及び計算書類等の作成等について所要の規定を置くこととし、計算書類等及び定款等の開示の在り方については、引き続き検討する。  

６ 定款の変更等 

定款変更、解散及び合併等について、所要の規定を置くこととする。 

７ 清算時の残余財産の帰属 

残余財産の帰属は、定款又は社員総会の決議によって定めることとする。 

８ 外部者による監査等 

外部者による監査等、法人の規模等に応じた特例の要否については、会社法の見直しに関する議論を踏まえつつ、さらに検討する。 

 

第３ 非営利財団法人（仮称） 

１ 公益性を要件としない財団法人制度の創設の要否 

公益性を要件としない一般的な財団法人制度の創設の要否について、その創設の意義と留意点を踏まえつつ、さらに検討する。 

※ 財団法人制度における非営利の概念について引き続き検討する。 

２ 基本財産制度、ガバナンス、計算等、寄附行為の変更等 

基本財産制度の要否、ガバナンスの在り方（評議員会制度の要否、理事、監事制度の拡充の要否）、計算等及び寄附行為の変更等に関する規律の在り

方について、公益性を要件としない一般的な財団法人制度の創設の要否と併せ、さらに検討する。 
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２．ガバナンスのあり方【理事の「内部的」コントロール関係】 

(１)意思決定機関、執行機関及び監事のあり方について 

 

○ 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議）（抜粋） 

（別紙） 新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題 

第２ 非営利社団法人（仮称） 

４ 管理 

（１）社員総会、理事（理事会）及び監事に関する制度設計 

  ① 最高（万能）意思決定機関として社員総会を、執行機関として理事をそれぞれ置き、法人の業務を監査する機関として監事を置くことができる

こととする（社員総会万能タイプ） 

  ② 社員総会万能タイプの他に、「基本的意思決定機関として社員総会を、業務執行に関する意思決定及び執行機関の業務執行を監督する機関として

理事会を、執行機関として代表理事を、法人の業務を監査する機関として監事をそれぞれ置くこととする（理事会設置タイプ）」ことについて、

引き続き検討する。 

 

○ 非営利法人（仮称）制度の創設に関する検討課題（議論の整理）非営利法人ＷＧ資料１２（抜粋） 

４ 管理 

（１）社員総会、理事（理事会）及び監事制度の在り方 

  Ａ案 最高（万能）意思決定機関として社員総会を、執行機関として理事をそれぞれ置き、法人の業務を監査する機関として監事を置くことができ

ることとする（以下「社員総会万能タイプ」という。）。 

  ※１ （社員総会万能タイプの規律の骨子） 

   ・社員総会＝社員総会は、強行規定に反しない限り、いかなる事項についても決議することができる。 

   ・理事＝①権限 各理事が業務執行権、代表権を有する。 

       ②員数 一人又は数人 

       ③選解任 社員総会の決議による。 

   ・理事会＝法定の機関たる理事会は設置不要。 

   ・監事＝①設置 任意 

       ②主な権限 法人の業務を監査する。 

       ③員数 一人又は数人 

       ④選解任 社員総会の決議による。 
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○ 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）（抄） 

（役員の定数）  

第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。 

 

○ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）（抄） 

（役員の定数、任期、選任及び欠格）  

第三十六条 社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。  

２～４ （略） 

 

○ 公益法人の設立許可及び指導監督基準（平成８年９月 20 日閣議決定。以下「指導監督基準」） 

４．機関 

    公益法人の機関は、当該法人の健全かつ継続的な管理運営を可能とするとの観点から、少なくとも次の事項に適合していなければならない。 

（１）理事及び理事会 

⑦ 理事会については、理事の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件及び議決要件等を定めること。 

 

○ 公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針（平成８年 12 月 19 日公益法人等の指導監督に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「運

用指針」） 

（７）理事会 

理事会は、理事が協議し、法人としての意思を決定する場として非常に重要な役割を有するため、その成立要件及び議決要件は、理事多数の意思

が適切に反映されるものでなければならない。これらは、議決する案件の種類等に応じたものである必要があり、一律とする必要はないが、特に定

款又は寄附行為に定める事項を除き、最低でも過半数以上とする必要がある。 

また、理事会の招集権は、会長又は理事長等に委ねられていることも多いが、これらの者の独断で、理事会が適切に招集されないおそれもあるた

め、理事会の招集権者が会議を招集しない場合又は欠けた場合（職務を遂行できない場合も含む。）には、一定人数以上の理事から会議開催の請求が

あったときは、招集権者又はその代行者が会議を招集しなければならないこととする必要があろう。 

なお、理事の人数が多く全国に散在している等のため理事会の頻繁な開催が困難な場合には、特定の理事による常任理事会を設置して、理事会の

議決事項を審議させること又は定款の変更、解散、収支予算、決算報告、役員等の変更等の最重要事項を除く経常的な事項を処理させることも可能

と考えられる。 
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○ 指導監督基準 

（２）監事 

① 監事は、法人の会計、財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であることから、必ず１名以上置くこと。 

② 監事は理事を兼ねないこと。 

③ 監事に関し、前記（１）－②～④、⑥を準用すること。 

 

○ 運用指針 

監事は民法上任意に置けることとされているが、法人の業務、財産の運用、会計の処理等の監査を行うことにより、法人の業務の適正化を図るため

に重要な機関であることから、必ず置くようにすべきである。 

この場合、監事は、客観的な立場で、法人の業務執行状況等の状況を監査する必要があるため、理事を兼ねることは許されず、また、原則として総

会、評議員会等の第三者的な機関で選任されることを要する（「原則として」の例外として、財団法人において、公正な第三者の承認を得る等、監事選

任の公正さが他の方法により確保されている場合等が考えられる。）。 

また、理事の場合と同様の理由から、任期は原則として２年を基準とし、その報酬及び退職金等は、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給

与水準と比べて不当に高額なものであってはならないものとする必要がある。 

 

○ 平成 15 年度 公益法人に関する年次報告（総務省） 
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(２)役員構成の制限について 

 

○ 指導監督基準 

４．機関 

     公益法人の機関は、当該法人の健全かつ継続的な管理運営を可能とするとの観点から、少なくとも次の事項に適合していなければならない。 

（１）理事及び理事会 

⑤ 理事のうち、同一の親族、（３親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者）、特定の企業の関係者（役員、使用人、大株主等）、所管する官

庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の３分の１以下とすること。また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の２分の１以

下とすること。 

（４）評議員及び評議員会 

④ 評議員及び評議員会に関し、前記（１）－①、③、④、⑦を準用するとともに、同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界

関係者が占める割合は、評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること。 

 

○ 運用指針 

（５）理事の構成 

理事のうち、同一の親族（３親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者）、特定の企業の関係者（役員、使用人、大株主等）が、理事会を実質

的に支配しうる程度の大きな役割を占めている場合には、法人の運営がこれらの者の利益、又はこれらの者と関係を有する特定の団体等の利益のため

に行われるおそれがある。そこで、このような特別の関係にある者の数は、理事会を実質的に支配できないと予想される程度にとどめる必要があるた

め、それぞれ理事現在数の３分の１以下とする必要がある。 

所管する官庁の出身者についても、これらの者が公益法人の理事の多数を占めることにより、当該公益法人が所管する官庁と一体となって活動し、

実質的な行政機関として機能するおそれがあるため、一定の割合以下にとどめる必要がある。 

ここでいう「所管する官庁の出身者」とは、以下の要件をすべて満たす者を指す。 

① 本省庁課長相当職以上（教育職、研究職、医療職は除く。）を経験 

② その者のいわゆる「親元省庁」が当該法人を所管する官庁（官庁の組織変更があった場合は、変更前の官庁組織等の状況も考慮する。）  

③ 退職後 10 年未満の間に当該法人の理事に就任（公務員を退職後５年以上を経ており、この間、当該公益法人の職員に就いていた者を除く。） 

官房付等で退職した者の場合は、前職で判断することとし、外局、施設等機関、特別の機関、地方支分部局等を含む。複数の官庁の共管の法人の場

合は、共管している官庁の出身者の合計が理事現在数の３分の１以下としなければならない。なお、現職公務員については、公益法人に対する指導監

督等を行うという本来の職務を考えると、公益法人の理事に就任することは望ましくないが、仮に就任している場合は、これを「官庁の出身者」に含

めて考えるものとする。 

また、同一の業界の関係者が理事の多数を占めている場合には、そのような法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現ではなく、その業界のみ

の利益や親睦を目指すものとなるおそれがあることから、同一の業界の関係者が理事現在数の２分の１以下とする必要がある。 
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ここでいう「同一の業界の関係者」は、同一の産業に属する、継続して商業、工業、金融業その他の事業を行う者を指す（個人事業主を含む。）。同

一の産業か否かについては、日本標準産業分類における中分類を一つの参考資料とし、それぞれの実態を踏まえ、所管官庁が判断する。なお、企業等

を退職した者についても、退職後 10 年未満の間に理事に就任した場合には、当該企業が属する業界の関係者に含まれる。 

公務員出身者については、原則として業界の関係者には含まれない。また、公益法人等の業務に専ら従事する役職員が当該法人以外の公益法人の理

事に就任する場合については、それらの法人等の行う事業によりその属する産業を定めるものとし、非常勤等の公益法人等の役員については、原則と

して本来行っている事業等により判断するものとする。 

なお、大学教授等（研究、教育のみに従事している場合に限る。）については、学識者として理事に任命される限りにおいては、業界の関係者には含

まれないものとする。 

 

○ 指導監督基準等適合状況（平成１４年１０月１日現在） 

同一親族理事が３分の１以下法人 全体：９８．９％（国：９９．６％、都道府県：９８．７％）

同一特定企業関係者理事が３分の１以下法人 全体：９９．０％（国：９８．９％、都道府県：９９．０％）

所管官庁理事数が３分の１以下法人 全体：９８．０％（国：９９．９％、都道府県：９７．３％）

同一業界関係者理事が２分の１以下法人 全体：７５．９％（国：８５．０％、都道府県：７２．５％）

財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が２分の１以下法人 全体：９８．７％（国：９９．６％、都道府県：９８．４％）

 

○ 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）（抄） 

（役員の親族等の排除）  

第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶

者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 

 

○ 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）（抄） 

（役員の選任）  

第三十八条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。 

一 当該学校法人の設置する私立学校の校長（学長及び園長を含む。以下同じ。）  

二 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者（寄附行為をもつて定められた者を含む。以下本項及び第四十

四条第一項において同じ。） 

三 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者  

２ 学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を

理事とすることができる。 

３ （略） 

４ 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人をこえて含まれることになつてはならない。  
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○ 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）（抄） 

（役員の親族等の排除）  

第二十二条 役員のうちには、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることに

なってはならない。  

 

○ 平成 15 年度 公益法人に関する年次報告（総務省） 
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(３)役員報酬等の制限について 

 

○ 指導監督基準 

４．機関 

（１）理事及び理事会 

⑥ 常勤の理事の報酬及び退職金等は、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額に過ぎないものとすること。 

 

○ 運用指針 

（６）理事の報酬 

常勤の理事の報酬が、当該公益法人の資産、収支の状況から見てあまり多額になると、公益法人として行うことの許されない利益配分と見られる

おそれがあり、公益事業を圧迫する可能性もある。また、公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目指すものであるため、税制上の優

遇を受けているものであり、そのような法人に属する理事の報酬が、社会的批判を受けるような高額なものであってはならない。したがって、常勤

の理事の報酬の単価及びその合計額は、このような事態を招くような不当に高額又は多額なものであってはならない。 

なお、非常勤理事に対して旅費、日当等何らかの報酬が支払われる場合も同様である。 

 

○ 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）（抄） 

 （定義）  

第二条 （略） 

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この

法律の定めるところにより設立された法人をいう。  

  一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

    イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

    ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 （略）    
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○ 平成 15 年度 公益法人に関する年次報告（総務省） 
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(４)役員の責任について 

 

○ 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議）（抜粋） 

（別紙） 新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題 

第２ 非営利社団法人（仮称） 

４ 管理 

(３)理事及び監事に関する規律 

定数、任期、選解任、欠格事由及び法人との関係等に関する規律や非営利社団法人（仮称）又は第三者に対する責任等について、所要の規定を置

くこととする。 

 

第３ 非営利財団法人（仮称） 

２ 基本財産制度、ガバナンス、計算等、寄附行為の変更等 

基本財産制度の要否、ガバナンスの在り方（評議員会制度の要否、理事、監事制度の拡充の要否）、計算等及び寄附行為の変更等に関する規律の在

り方について、公益性を要件としない一般的な財団法人制度の創設の要否と併せ、さらに検討する。 

 

○ 民法（民法第一編第二編第三編）（明治二十九年法律第八十九号）（抄） 

第五十七条 法人ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス 

 

第六百四十四条  受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ 

 

○ 中間法人法（平成十三年法律第四十九号）（抄） 

（有限責任中間法人との関係）  

第四十三条 有限責任中間法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。  

２ 理事が受ける報酬は、定款にその額を定めなかったときは、社員総会の決議によって定める。 

 

（有限責任中間法人との取引等）  

第四十六条 理事が有限責任中間法人の財産を譲り受け、有限責任中間法人に対して自己の財産を譲り渡し、有限責任中間法人から金銭の貸付けを受け、

その他自己又は第三者のために有限責任中間法人と取引をするには、社員総会の承認を得なければならない。有限責任中間法人が理事の債務を保証し、

その他理事以外の者との間において有限責任中間法人と理事との利益が相反する取引をする場合についても、同様とする。  

２ 前項の理事又は有限責任中間法人を代表して同項の取引をしようとする理事は、同項の社員総会において、同項の取引についての重要な事実を開示

しなければならない。  
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３ 第一項の承認の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。  

４ 民法第百八条の規定は、第一項前段の承認を得た同項前段の取引については、適用しない。  

 

（有限責任中間法人に対する責任）  

第四十七条 理事が第六十五条第二項又は第三項の規定に違反する基金の返還に関する議案を社員総会に提出したときは、当該理事は、有限責任中間法

人に対し、連帯して、当該議案を承認する決議に基づき違法に返還された額を弁済する責めに任ずる。  

２ 理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、当該理事は、有限責任中間法人に対し、連帯して、当該行為により当該有限責任中間法人が受け

た損害額を賠償する責めに任ずる。  

３ 第一項の議案の提出又は前項の行為をすることに同意した理事は、当該提出又は当該行為をしたものとみなす。  

４ 第一項又は第二項の理事の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。  

 

（第三者に対する責任）  

第四十八条 理事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該理事は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する

責めに任ずる。  

２ 理事が第十四条第二項若しくは第七十四条第二項の申込用紙若しくは第五十九条第一項の書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をし、又

は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該理事が当該記載、当該登記又は当該公告をするについて注意を怠らなかっ

たことを証明したときは、この限りでない。  

３ 前条第三項の規定は、前二項の場合について準用する。 

 

（有限責任中間法人との関係）  

第五十四条 有限責任中間法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。  

２ 監事が受ける報酬は、定款にその額を定めなかったときは、社員総会の決議によって定める。  

３ 監事が数人ある場合において、各監事の受ける報酬の額について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該額は、前項の報酬の範囲内にお

いて、監事の協議によって定める。 

 

（有限責任中間法人に対する責任）  

第五十六条 監事がその任務を怠ったときは、当該監事は、有限責任中間法人に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。  

２ 前項の監事の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。  
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（第三者に対する責任）  

第五十七条 監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該監事は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する

責めに任ずる。  

２ 監事が監査報告書に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該監事が当該記載をするについて注意

を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 

 

○ 「一問一答 中間法人法」（平成 14 年３月 29 日、社団法人商事法務研究会） 

なお、商法 254 条ノ３はいわゆる取締役の株式会社に対する忠実義務についての規定ですが、同条がこの忠実義務を取締役の善管注意義務（商法 254

条第３項、民法第 644 条）とは別個の義務として規定したものとはいえないものと考えられることから、有限責任中間法人の理事については、善管注

意義務（第 43 条第１項、民法第 644 条）に加えて忠実義務に関する規定を設けることとはしていません。 

 

○ 商法（明治三十二年法律第四十八号）（抄） 

第二百五十四条 取締役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス  

② 会社ハ定款ヲ以テスルモ取締役ガ株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ  

③ 会社ト取締役トノ間ノ関係ハ委任ニ関スル規定ニ従フ  

 

第二百五十四条ノ三 取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ 
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【理事の「外部的コントロール」関係】 

(５)外部監査の導入について 

 

○ 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議）（抜粋） 

（別紙） 新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題 

第２ 非営利社団法人（仮称） 

８ 外部者による監査等 

外部者による監査等、法人の規模等に応じた特例の要否については、会社法の見直しに関する議論を踏まえつつ、さらに検討する。 

 

○ 公益法人の指導監督体制の充実等について（平成 13 年２月９日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）（抜粋） 

３ その他 

（２）外部監査の要請 

各府省は、資産額が１００億円以上若しくは負債額が５０億円以上又は収支決算額が１０億円以上の所管公益法人に対し、公認会計士等による監

査を受けるよう要請する。 

（３）都道府県への要請 

   国は都道府県に対し、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請する。 

 

○ 私立学校振興助成法（昭和五十年法律第六十一号）（抄） 

（書類の作成等） 

第十四条 第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収

支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。 

２ （略） 

３ 前項の場合においては、第一項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。 

ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。 
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○ 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和四十九年法律第二十二号）（抄） 

 

（定義）  

第一条の二 この法律において「大会社」とは、次の各号のいずれかに該当する株式会社をいう。  

  一 資本の額が五億円以上であること。  

  二 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上であること。  

２・３ （略） 

４  この法律において「連結子会社」とは、他の株式会社により経営を支配されているものとして法務省令で定める会社その他の団体をいう。 

 

（会計監査人の監査）  

第二条 大会社（清算中のものを除く。）は、この節に定めるところにより、商法第二百八十一条第一項 に掲げるもの（同項第三号に掲げるもの及びそ

の附属明細書については、会計に関する部分に限る。）について、監査役の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。  

２ 資本の額が一億円を超える株式会社（第一条の二第一項各号のいずれにも該当しないものに限り、清算中のものを除く。）は、定款をもつて、この

節に規定する特例の適用を受ける旨を定めることができる。この場合においては、当該株式会社を大会社とみなして、前項及び次条から第十九条まで

（第四条第二項第二号並びに第七条第三項及び第五項中連結子会社に関する部分並びに第十八条第四項を除く。）の規定を適用する。 

 

（会計監査人の資格）  

第四条 会計監査人は、公認会計士（外国公認会計士を含む。）又は監査法人でなければならない。  

２ 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。  

  一 公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第二十四条又は第三十四条の十一 の規定により、大会社の第二条第一項に掲げるものについて監査を

することができない者  

  二 大会社の子会社（商法第二百十一条ノ二に規定する子会社をいう。以下同じ。）若しくは連結子会社若しくはそれらの取締役、執行役（第二十一

条の五第一項第四号に規定する執行役をいう。以下この節において同じ。）若しくは監査役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務によ

り継続的な報酬を受けている者又はその配偶者  

  三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者  

  四 監査法人でその社員のうちに前号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が第二号に掲げる者であるもの 

 

（会計監査人の権限等）  

第七条 会計監査人は、いつでも、次に掲げる閲覧又は謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができ

る。  

  一 大会社の会計の帳簿及び資料が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写  

  二 大会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示し
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たものの大会社の本店における閲覧又は謄写  

２ 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、大会社の業務及び財産の状況を調査することができる。  

３ 会計監査人は、その職務（連結子会社については、第十九条の二第一項に規定する連結計算書類に関するものに限る。）を行うため必要があるとき

は、子会社若しくは連結子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。  

４ 商法第二百七十四条ノ三第二項 の規定は、前項の場合について準用する。  

５ 会計監査人は、その職務を行うに当たつて第四条第二項第一号から第三号までに該当する公認会計士、大会社又はその子会社若しくは連結子会社の

取締役、執行役、監査役又は使用人である者及び大会社又はその子会社若しくは連結子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続

的な報酬を受けている者を使用してはならない。 

 

○ 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）（抄） 

（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例） 

第六十六条の十一の二 （略） 

２ （略） 

３ 前二項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業

活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受

けたもの（その認定の有効期間が終了したものを除く。）をいう。 

４～９ （略） 

 

○ 租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）（抄） 

（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例） 

第三十九条の二十二の二 法第六十六条の十一の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 

一・二 （略） 

三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる要件を満たしていること。 

イ （略） 

ロ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその

取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。 

ハ （略） 

四～九 （略） 

２～11 （略） 
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(６)代表訴訟類似の制度等について 

 

○ 中間法人法（平成十三年法律第四十九号）（抄） 

（代表訴訟）  

第四十九条 社員は、有限責任中間法人に対し、書面によって、理事の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。この場合においては、監事

が、当該有限責任中間法人を代表して当該請求を受けるものとする。 

２ 有限責任中間法人が前項前段の請求の日から六十日以内に同項前段の訴えを提起しないときは、同項前段の社員は、有限責任中間法人のために、当

該訴えを提起することができる。 

３ 前項に規定する期間の経過により有限責任中間法人に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、社

員は、直ちに前項の訴えを提起することができる。 

４ 前二項の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。 

５ 社員が第二項又は第三項の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の請求により、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 

６ 被告が前項の請求をするには、第二項又は第三項の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。 

７ 商法第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三の規定は、理事の責任を追及する訴えについて準用する。

この場合において、同法第二百六十八条第三項中「前条第三項又ハ第四項」とあるのは「中間法人法第四十九条第二項又ハ第三項」と、同条第五項中

「第二百六十六条第五項」とあるのは「中間法人法第四十七条第四項」と、同条第六項中「前条第三項又ハ第四項」とあり、及び同法第二百六十八条

ノ二第一項中「第二百六十七条第三項又ハ第四項」とあるのは「中間法人法第四十九条第二項又ハ第三項」と読み替えるものとする。 

８ 第一項後段の規定は、有限責任中間法人が前項前段において準用する商法第二百六十八条第六項の通知及び催告を受ける場合について準用する。 

 

 （準用規定）  

第五十八条 （略） 

２ （略） 

３ 第四十九条第一項前段及び第二項から第六項まで並びに商法第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三の

規定は、監事の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第二百六十八条第三項中「前条第三項又ハ第四項」とあるのは「中間法

人法第五十八条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項又ハ第三項」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「中間法人法第五

十六条第二項」と、同条第六項中「前条第三項又ハ第四項」とあり、及び同法第二百六十八条ノ二第一項中「第二百六十七条第三項又ハ第四項」とある

のは「中間法人法第五十八条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項又ハ第三項」と読み替えるものとする。 
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【残余財産の帰属関係】 

(７)残余財産の帰属について 

 

○ 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議）（抜粋） 

（別紙）新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題 

第２ 非営利社団法人（仮称） 

７ 清算時の残余財産の帰属 

残余財産の帰属は、定款又は社員総会の決議によって定めることとする。 

 

○ 民法（民法第一編第二編第三編）（明治二十九年法律第八十九号）（抄） 

 

第七十二条 解散シタル法人ノ財産ハ定款又ハ寄附行為ヲ以テ指定シタル人ニ帰属ス 

② 定款又ハ寄附行為ヲ以テ帰属権利者ヲ指定セス又ハ之ヲ指定スル方法ヲ定メサリシトキハ理事ハ主務官庁ノ許可ヲ得テ其法人ノ目的ニ類似セル目的

ノ為メニ其財産ヲ処分スルコトヲ得但社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ヲ経ルコトヲ要ス 

③ 前二項ノ規定ニ依リテ処分セラレサル財産ハ国庫ニ帰属ス 

 

○ 昭和２９年３月２４日付け法務省民事局長回答（昭和 29 年３月３日日本電気工業会長照会） 

（照会）左記の事項について御教示賜り度く此の段照会申上げます。 

 １ 社団法人定款に於て残余財産帰属について「残余財産の処分は社員総会の決議を以って決定する」旨の規定のあった場合右の規定は民法第 72 条第

２項に定める残余財産の帰属者を指定する方法を定めたものに当るものと思料致しますが貴見を承り度い。 

 ２ 社団法人の残余財産の帰属者を出資者乃至社員と指定することは公益法人に於ては許されざるものに非ずと思料致しますが貴見を承り度い。 

  以上御照会申上げます。 

（回答）本月３日付けで照会のあった標記の件については、次のとおりと考える。 

 １については、貴見のとおり。 

 ２については、如何なる場合においても解散した社団法人の残余財産を社員に分配することは、公益法人の性質上許されないものと解する。 

 

 

 

 

 



  23

 

○ 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）（抄） 

（定款）  

第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

  一～十一 （略）  

  十二 解散に関する事項  

  十三・十四 （略） 

２ （略）  

３ 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のう

ちから選定されるようにしなければならない。  

  一 国又は地方公共団体  

  二 民法第三十四条 の規定により設立された法人  

  三 私立学校法 （昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人  

  四 社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人  

  五 更生保護事業法 （平成七年法律第八十六号）第二条第六項に規定する更生保護法人 

 

（残余財産の帰属）  

第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるとこ

ろにより、その帰属すべき者に帰属する。 

２ 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができ

る。 

３ 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。  
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○ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）（抄） 

（申請）  

第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款につ

いて所轄庁の認可を受けなければならない。  

  一～十一 （略）  

  十二 解散に関する事項  

  十三・十四 （略） 

２ （略） 

３ 第一項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者

のうちから選定されるようにしなければならない。  

４ （略） 
 

（残余財産の帰属）  

第四十七条 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところ

により、その帰属すべき者に帰属する。 

２ 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 

 

※ このほか、学校法人（私立学校法）、更生保護法人（更生保護事業法）等においても、同様に、解散時の残余財産の帰属者となり得る者を一定の範囲

に限定する規定あり。 
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【財務関係】 

(８)内部留保のあり方について 

 

○ 公益法人の設立許可及び指導監督基準（平成８年９月 20 日閣議決定。以下「指導監督基準」） 

５．財務及び会計 

   （７）いわゆる「内部留保」については、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度とすること。なお、ここでいう「内部留保」とは、総

資産額から、次の項目等を除したものとする。 

     ①財団法人における基本財産、②公益事業を実施するために有してきる基金、③法人の運営に不可欠な固定資産、 

     ④将来の特定の支払いに充てる引当資産等、⑤負債相当額 

 

○ 公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針（平成８年 12 月 19 日公益法人等の指導監督に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「運

用指針」） 

   （１）公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であり、本来単年度の収支において、大幅な黒字を有す

るものではない。しかしながら、物価水準や金利等の社会経済情勢の変化や、会員数の増減等の法人に関する状況の変化等を考慮すると、

公益事業を適切、継続的に行うためには、ある程度のいわゆる「内部留保」を有することは必要である。 

   （２）しかしながら、公益法人は、その事業目的、非営利性等から税制上の優遇等が認められているものであり、有することができる「内部留

保」についても、その規模は一定の範囲内にとどめるべきである。公益法人の内部留保の水準としては、過去の収入の変動等を考慮しつつ、

社会経済情勢の変化等が生じた場合であっても、当該法人が実施している公益事業を、当面支障なく実施できる程度にとどめることを目途

とすべきである。その水準は、当該法人の財務状況等によっても異なるものであり、一律に定めることは困難であるが、原則として、一事

業年度における事業費、管理費及び当該法人が実施する事業に不可欠な固定資産取得費（資産運用等のための支出は含めない。）の合計額

の３０％以下であることが望ましい。 

   （３）本文における「内部留保」とは、総資産額から、次の項目等を除したものとする。 

     ① 財団法人における基本財産 

     ② 公益事業を実施するために有している基金（事業目的が限定的であり、容易に取り崩しができないものに限る。） 

     ③ 法人の運営に不可欠な固定資産：法人事務所・事業所、土地、設備機器等 

     ④ 将来の特定の支払いに充てる引当資産等：退職給与引当資産、減価償却引当資産等 

     ⑤ 負債相当額（将来の支出が明瞭なものに限る。また、引当資産を有しているものは除く。） 

      なお、固定資産については、真に必要な水準に限られるべきであり、法人の事業内容、規模等から考えて不必要に広い法人事務所等は、

これに該当しない。 

また、引当資産についても、法人の運営上将来必要な特定の支払いに充てることが明瞭であり、かつその支払い等が可能な限り明確に予
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定されているものに限られるべきである。したがって、退職給与引当金の債務の額を超えて引当てられた退職給与引当資産等は、これに該

当しない。 

 
○ 内部留保水準の計算式 

内部留保額 ＝ 総資産額－①財団法人における基本財産－②公益事業を実施するために有している基金－③法人の運営に不可欠な固定資産 

        －④将来の特定の支払いに充てる引当資産等－⑤負債相当額 

内部留保水準 ＝ 内部留保額／（事業費＋管理費＋事業に不可欠な固定資産取得費）  

 

○ 指導監督基準等適合状況（平成１４年１０月１日現在） 

内部留保水準が３０％以下法人 全体：６１．９％（国：６４．３％、都道府県：６１．２％） 

    
○ 「指導監督基準等」における内部留保及び情報公開について（平成 11 年１月 18 日日本公認会計士協会） 

Ⅰ 内部留保 

１ 意義 

Ｑ１ 「いわゆる内部留保」と一般にいう企業の内部留保とは、どのように異なるのですか。 

Ａ 企業会計では、企業活動の成果を分配した残余分等で、企業の将来のために貯えられたものを一般的に内部留保と考えられている。公益法人の場

合は、その事業の性質上利益概念が存在せず、法人財産に対する持分権もないことから、広義に解して正味財産と考えられる。 

  しかし、指導監督基準等にいう「いわゆる内部留保」（以下「内部留保」という。）は、公益法人の総資産から、事業活動上不可欠な資産や、寄附

行為等で処分・取崩ができない資産、さらには将来の特定の支出に備えるための資産等及び一定の負債相当額を差し引いたものを内部留保としてい

る。 

  指導監督基準等では公益法人の非営利性等からの税制上の優遇等に着目し、公益法人の内部留保は、公益事業を実施できる程度にとどめることを

目途にすべきとし、過大な内部留保とならないよう、公益法人の内部留保の意義及び水準等を定めている。 
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○ 平成 15 年度 公益法人に関する年次報告（総務省） 
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(９)管理費等の水準について 

 

○ 指導監督基準 

５．財務及び会計 

（８）管理費の総支出額に占める割合は過大なものとならないようにし、可能な限り２分の１以下とすること。また、人件費の管理費に占める割

合についても、過大なものとならないようにすること。 

 

○ 運用指針 

（１）管理費は、通常、理事会等の開催・運営のための経費等の事務費、（管理部門の）役員及び職員の報酬、給与等の人件費、賃貸料等事務所の維持管

理費、光熱費からなり、公益法人の運営に必要な基礎的な経費である。しかし、結局は、公益法人の内部に還元される傾向の強い経費であることか

ら、当期支出合計額に占める割合が過大になり、公益事業を圧迫するようなことがあってはならない。合理的な経営により、管理費を可能な限り総

支出額の２分の１以下に抑え、これを超える場合には、管理費のうち、何が過大であるかを把握し、役職員の削減、事務所の見直し等により、経費

の削減を図るよう、適切な指導を行う必要がある。 

（２）管理費の最も大きな割合を占めるのが人件費と考えられるが、そのうち常勤の理事の報酬等については、本基準４．機関において、当該法人の資

産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額に過ぎないものとすることを定めているところであるが、職員の給与等についても過大

なものとならないようにする必要がある。したがって、給与等の妥当性、管理部門と事業部門との適正な人員の配置等により、管理費のほとんどを

人件費が占めるようなことのないようにする必要がある。 

 

○ 指導監督基準等適合状況（平成１４年１０月１日現在） 

管理費が総支出額の２分の１以下法人 全体：８９．８％（国：９４．８％、都道府県：８８．０％） 

 

○ ＮＰＯ法の運用方針について（平成 15 年 12 月 18 日改定/内閣府国民生活局。以下「NPO 運用方針」） 

（４）管理運営 

 ①認証基準 

  管理費の総支出額に占める割合が、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに２分の１以下であること。 

 ②報告徴収等の対象となり得る監督基準 

  管理費の総支出額に占める割合が、２事業年度連続して３分の２以上である場合。 
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○ 平成 15 年度 公益法人に関する年次報告(総務省） 
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(10)財産的基盤の確保について 

 

○ 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議）（抜粋） 

（別紙） 新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題 

第２ 非営利社団法人（仮称） 

２ 設立 

  準則主義を前提とする所要の規定を置くこととし、設立時に一定額の財産の保有を求めることの要否について、最低資本金制度の見直しに関する議

論を踏まえつつ、引き続き検討する。 

 

○ 指導監督基準 

５．財務及び会計 

  公益法人は、設立目的の達成等のため、健全な事業活動を継続するに必要な確固とした財政的基礎を有するとともに、適切な会計処理がなされなけ

ればならない。したがって、その財務及び会計については、以下の事項に適合させるよう適切に処理しなければならない。 

（１）原則として公益法人会計基準に従い、適切な会計処理を行うこと。 

○ 運用指針 

（１）公益法人の健全かつ適切な会計処理の確保を目的として昭和 52 年３月に公益法人監督事務連絡協議会により、公益法人会計基準が決定されたが、

昭和 60 年 10 月、連絡会議において改正が行われ、昭和 62 年度から実施している。 

（２）そこで、会計基準自体に定める例外を除き、すべての公益法人においてこの会計基準を適用し、会計処理の適正を期すよう指導する必要がある。 

 

○ 指導監督基準 

（２）社団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための会費収入及び財産の運用収入があること。 

（３）財団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄付財産の運用収入及び恒常的な賛助金収入等があること。 

○ 運用指針 

（１）公益法人の財政的基礎は、社団にあっては会費に、財団にあっては寄附財産に置かれなければならないことを前提としており、これらによる相当

程度の収入を有すべきである。  

（２）ただし、恒常的な賛助金等毎年安定して得られる収入がある場合は、これを含めた資金全体で、設立目的の達成に必要な事業活動ができるものと

考えられる。 

 

○ 指導監督基準 

（４）基本財産の管理運用は、寄附者が寄附する際にその管理運用方法を指定した場合を除き、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価

値が生ずる方法で行うこと。 
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○ 運用指針 

（１）財団法人の基本財産は、財団法人の人格の基礎であり、公益活動を行うための収入の基本となる重要な財産であることから、その管理運用に当た

っては、これが減少することは厳に避ける必要があるとともに、さらに、公益事業のために資する価値を生ずるように活用しなければならない。  

（２）したがって、基本財産の管理運用は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又

は利用価値を生ずる方法で行う必要があり、次のような財産又は方法で管理運用することは、原則として適当でない。 

① 価値の変動が著しい財産・・・・・株式、株式投資信託、金、外貨建債券等 

② 客観的評価が困難な財産・・・・・美術品、骨董品等 

③ 減価する財産・・・・・建築物、建造物等減価償却資産 

④ 利子又は利用価値を生じない財産・・・・・現金、当座預金、事務所用施設 

⑤ 換金の容易な財産・・・・・普通預金、預入期間の短い定期預金等の流動資産 

⑥ 回収が困難になるおそれのある方法・・・・・融資 

（３）ただし、博物館の運営を事業とする法人等が、美術品、骨董品等の財産を保全する必要があることから、基本財産とする場合などは、好ましいも

のと考えられるなど、所管官庁が指導を行うに当たっては、当該公益法人の目的等も十分考慮する必要がある。 

 

○ 指導監督基準 

（５）運用財産の管理運用は、当該法人の健全な運営に必要な資産（現金、建物等）を除き、元本が回収できる可能性が高くかつなるべく高い運用益が

得られる方法で行うこと。 

○ 運用指針 

（１）基本財産以外の資産、すなわち、運用財産の管理運用に当たっても、安全、確実な方法で行うことが望ましい。しかしながら、その時々の経済・

金融情勢にかんがみ、一定のリスクはあるが、高い運用益の得られる可能性のある方法で管理運用し、公益事業の安定的・積極的な遂行に資するこ

とが望まれる。そこで、運用財産のうち、日常的経費の支出に必要な現金、事務所用施設等、当該法人の当面の運営に必要な資産を除いては、元本

が回収できる可能性が高くかつなるべく高い運用益が得られる方法で管理することが望ましい。 

（２）運用財産については、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用も認められる。ただし、子会社の保有のための株式の保有等は認められ

ないものであり、株式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られる（株式の保有等については、本基準６．参照）。 

（３）公益法人の財産（基本財産、運用財産双方）については、価値の変動の激しい財産、客観的評価が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負

担付財産が財産の相当部分を占めないようにする必要がある。 

 

○ 指導監督基準 

（６）公益法人が長期借入（返済期限が１年以上の借入をいう。）を行う場合にあっては、確実な返済計画を策定する等公益活動に支障をもたらすことの

ないよう十分留意するとともに、収支予算書に明記し、理事会及び総会の承認を得る等の措置をとるとともに、所管官庁への届出等を行うこと。 

○ 運用指針 

（１）公益法人が手持又は通常の収入では賄えない支出を行う場合、資金の借入を行う必要がある。そのような借入には、一時的なつなぎ資金のための
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借入以外に、長期の借入（返済期限が１年以上の借入）を行う場合もあり得る。このような長期借入は、事業の拡張や経営の建て直し等、公益法人

の運営上、重要な事態にかかることが多く、またその額の如何によっては、法人の命運を左右しかねないため、十分注意を払って行う必要がある。 

（２）このため、公益法人が長期借入を行うに際しては、年度当初に収支予算書に明記し、理事会及び総会等の承認を得なければならないが、その際、 

① 確実な返済計画はあるか 

② 借入先及び利息は適切か 

③ 長期借入金の使途及び額は適切か 

④ その他、公益活動に支障をもたらすものでないか 

等について、十分な検討が必要と考えられる。 

（３）所管官庁においては、収支予算書に長期借入金収入が計上されている場合には、上記(2)1)～4)の事項について、十分な状況把握に努める必要があ

る。また、当初予算に計上されておらず、年度途中に長期借入を行う必要が生じた場合や、当初予算に計上しているものであっても年度当初には、

借入先、利子率等借入の詳細が決定していない場合においても、所管官庁は、必要な資料の届出を受けること等により、当該法人の長期借入の状況

把握に努める必要がある。 

 

○ 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）（抄） 

（資産）  

第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有し

なければならない。 

２ 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。 

 

○ 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）（抄） 

（資産）  

第五条 更生保護法人は、更生保護事業を営むために必要な資産を備えなければならない。 

 

○ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）（抄） 

（要件）  

第二十五条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。 

 

○ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）（抄） 

第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。 

２ 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。 
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○ 医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）（抄） 

第三十条の三十四 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人は、その資産の総額の百分の二十（法第四十二条第二項 に規定する特別医療法人にあ

つては、百分の三十）に相当する額以上の自己資本を有しなければならない。ただし、厚生労働大臣の定める基準に適合する場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定する自己資本とは、資本金及び剰余金の合計額（繰越損失金がある場合にはその額を控除した額）をいう。  

 

○ 平成 15 年度 公益法人に関する年次報告(総務省） 
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【その他ガバナンスに係る規律関係】 

(11)株式保有等制限について 

 

○ 指導監督基準 

６．株式の保有等 

（１）公益法人は、原則として、以下の場合を除き、営利企業の株式保有等を行ってはならない。 

① 上記５-⑤における財産の管理運用である場合。ただし、公開市場を通じる等ポートフォリオ運用であることが明らかな場合に限る。 

② 財団法人において、基本財産として寄附された場合 

（２）上記（１）により株式を保有する場合であっても、当該営利企業の全株式の２分の１を超える株式の保有を行ってはならない。 

（３）上記（１）の理由により株式保有等を行っている場合（全株式の 20％以上を保有している場合に限る。）については、毎事業年度の事業報告書に

当該営利企業の概要を記載すること。 

 

○ 指導監督基準等適合状況（平成１４年１０月１日現在） 

株式未保有法人（認められている株式保有を含む） 全体：９８．１％（国：９８．３％、都道府県：９８．１％） 

過半数株式保有会社のない法人 全体：９９．７％（国：９９．５％、都道府県：９９．７％） 

 

 

○ 運用指針 

（１）公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であることから、営利企業を設立してはならない。したがって、

公益法人の理事が当該公益法人を代表して営利企業の設立発起人となったり、当該営利企業に出資を行うことがあってはならない。 

また、公益法人が営利企業と事業執行形態あるいは経理の混同、不合理な資金の融通、施設の無償貸与その他過度の便宜供与を行うこと等によっ

て、営利企業の実質的な経営を行うことも厳に避けなければならない。 

（２）公益法人が株式を保有できるのは、原則として、以下の場合に限られる。 

① 運用財産の管理運用の場合。ただし、あくまで管理運用であることを明確にするため、上場株や店頭公開株のように、証券会社の通常の取引を

通じて取得できるものに限る。 

② 財団法人において、基本財産として寄附された場合。これは、設立時に限らず、設立後に寄附されたものも含む。 

（３）基本財産として株式等が寄附される場合には、財団法人としての適切な活動等のため、所管官庁においては、寄附を受けた財団法人の理事と当該

営利企業の関係者との関係、基本財産の構成、株式等の寄附の目的について十分注意し、必要に応じ適切な指導等を行う。 

（４）本基準には規定されていないが、法律により認められているもの（特定の公益法人が指定されている場合のほかに、当該株式等が保有される特定

の営利企業が指定されている場合を含む。）については、当然株式等の保有は可能である。 
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（５）本文（１）－①、②のような場合については、株式の保有等は認められるが、その場合であっても、当該公益法人が当該営利企業を実質的に支配

することのないように、その保有の割合は、２分の１を超えてはならない。 

（６）本文（１）の理由により株式保有等を行っている場合（全株式の 20％以上を保有している場合に限る。）については、毎事業年度の事業報告書に、

当該営利企業の概要として、事業年度末現在の次の事項を記載すること。 

①名称、②事務所の所在地、③資本金等、④事業内容、⑤役員の数及び代表者の氏名、⑥従業員の数、 

⑦当該公益法人が保有する株式等の数及び全株式等に占める割合、⑧保有する理由、⑨当該株式等の入手日、 

⑩当該公益法人と当該営利企業との関係（人事、資金、取引等） 

（７）公益法人が営利企業にその業務の一部を現物出資し、その対価として取得する当該営利企業の株式等については、その取得後速やかに処分するこ

と。 

当該株式等を保有している間においては、上記（６）の規定に従い、毎事業年度の事業報告書に、当該営利企業の概要を記載すること。なお、こ

の記載は、保有する株式等の全株式等に占める割合にかかわらず行うものとする。 

 

○ 平成 15 年度 公益法人に関する年次報告(総務省） 
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(12)その他 

 

○ 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）（抄） 

（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例） 

第六十六条の十一の二 （略） 

２ （略） 

３ 前二項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業

活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受

けたもの（その認定の有効期間が終了したものを除く。）をいう。 

４～９ （略） 

 

○ 租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）（抄） 

（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例） 

第三十九条の二十二の二 法第六十六条の十一の二第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 

一・二 （略）  

三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる要件を満たしていること。 

イ （略） 

ロ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその

取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。 

ハ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として財務省令で定める経理が行われていないこと。  

四 その事業活動に関し、次に掲げる要件を満たしていること。 

イ （略） 

ロ その役員、社員、従業員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又はこれらの者と財務省令で定める特殊の関係がある者に対

し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして財務省令で定める要件を満たしていること。 

ニ （略）  

ホ 助成金の支給を行う場合は、事前に、助成対象者の募集及び選定の方法並びに助成内容を記載した書類を、事後遅滞なく、その助成の実績を記

載した書類を当該法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。 

ヘ 海外への送金又は金銭の持出し（その金額が二百万円以下のものを除く。）を行う場合は、事前に、その金額及び使途並びにその予定日（災害

に対する援助その他緊急を要する場合で事前の提出が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日）を記載した書類を当該

法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。  

五 （略）  
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六 当該法人につき法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。 

七 当該法人の第二項の申請書を提出した日を含む事業年度開始の日（事業年度の定めがない場合には、当該申請書を提出した日を含む年の一月一日）

において、その設立の日以後一年を超える期間（当該法人が法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人である場合には、当該認定に係

る直前二事業年度等の最後の事業年度の翌事業年度開始の日又は最後の年の翌年の一月一日以後二年以上の期間）が経過していること。 

八 法第六十六条の十一の二第三項の認定に係る申請の際、当該法人に係る特定非営利活動促進法第九条に規定する所轄庁の当該法人につき法令、法

令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当の理由がない旨の証明書の交付を受けていること。 

九 直前二事業年度等において、第三号、第四号イからニまで、第五号及び第六号に掲げる要件（当該法人に係る法第六十六条の十一の二第三項の認

定が最初のものである場合には、第五号に掲げる要件を除く。）を満たしていること。 

２～11 （略） 

 

○ 医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）（抄） 

第三十条の三十五 法第四十二条第二項第一号 の規定による要件は、次のとおりとする。 

一～四 （略） 

五 当該医療法人の設立者、役員等（その理事、幹事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。以下同じ。）若しくは社員又はこれらの者の親

族等（これらの者と親族関係を有する者及び次に掲げる特殊の関係がある者をいう。）に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支

給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないものであること。 

イ これらの者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

ロ これらの者の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの 

ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

２ （略）  

 

○ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）（抄） 

（施設の設置）  

第六十二条  （略）  

２ 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前

に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。  

３ （略）  

４ 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により厚生労働大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査するほか、

次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。  

  一～四 （略）  

  五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。 

５・６ （略） 
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３．情報開示のあり方 

 

○ 議論の中間整理－（別紙）新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題（抄） 

 

第２ 非営利社団法人（仮称） 

５ 計算等 

会計帳簿及び計算書類等の作成等について所要の規定を置くこととし、計算書類等及び定款等の開示の在り方については、引き続き検討する。 

 

第３ 非営利財団法人（仮称） 

２ 基本財産制度、ガバナンス、計算等、寄附行為の変更等 

（略）、計算等及び寄附行為の変更等に関する規律の在り方について、公益性を要件としない一般的な財団法人制度の要否と併せ、さらに検討す

る。 

 

○ 指導監督基準（抄） 

〔本文〕 

２．公益法人は、わが国の経済社会において重要な役割を担うに至っており、今後ともその活動の適切な発展を図ることが重要であり、公益法人に対す

る適正な指導監督等を強力に推進していくため、これまでの基準を整理・強化し、別紙１のとおり、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」を定める。 

〔別紙１〕 

７．情報公開 

(1) 公益法人は、次の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供すること。 

① 定款又は寄付行為 

② 役員名簿 

③ （社団法人の場合）社員名簿 

④ 事業報告書 

⑤ 収支計算書 

⑥ 正味財産増減計算書 

⑦ 貸借対照表 

⑧ 財産目録 

⑨ 事業計画書 

⑩ 収支予算書 

(2) 所管官庁においては、(1)に規定する資料を備えて置き、これらについて閲覧の請求があった場合には、原則として、これを閲覧させるものとする。 
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○ 運用指針（抄） 

(1) 公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であり、日本の社会経済において重要な役割を担うとともに、相応

の社会的責任を有している。このような公益法人については、自らの業務及び財務等に関する情報を自主的に開示する必要がある。 

 

○ インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて（平成 13 年 8 月 28 日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）

（抄） 

公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化及び適正化を図るとともに、行政改革大綱（平成 12 年 12 月 1 日閣議決定）等に基づく

公益法人改革の推進に資するため、各府省（国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ）は、インターネットによる公益法人のディスクロー

ジャーについて、早急に下記の措置を講ずる。 

記 

１ すべての国所管公益法人に係る措置 

(1) 各府省は、所管公益法人に対し、可能な限り平成 13 年中を目途に最新の業務及び財務等に関する資料（公益法人の設立許可及び指導監督基準（平

成 8 年 9 月 20 日閣議決定）の①から⑩までに掲げる資料をいう。以下同じ）をインターネットにより公開するよう、速やかに要請を行う。 

２ 国から委託等、推薦等を受けている公益法人等に係る措置 

各府省は、平成 13 年 10 月末までに、所管公益法人のうち、国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人又

は補助金・委託費等の交付を受けている公益法人について、次に掲げる事項を各府省のホームページに掲載する。 

① 最新の業務及び財務等に関する資料 

② 事務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人については、委託等、推薦等に係る事務・事業の内容及び根拠法令名 

③ 補助金・委託費等の交付を受けている公益法人については、補助金・委託費等の名称及び金額 

３ フォローアップ及びデータベースの構築 

(1) 総務省は、１及び２によるディスクロージャーの状況をとりまとめ、公表する。 

(2) 総務省は、すべての公益法人を対象としたデータベースの構築に着手する。 

４ （略） 

 

○ 『一問一答 中間法人法』（抄） 

「（略）、準則主義により設立され、かつ、社員が対外的に有限責任を享受する法人類型には、債権者保護および有限責任制度の濫用防止のために、法

人の財産的基礎を確保し、債権者に対する情報開示を充実させること等が不可欠であると考えられます。」（P.55） 

 

○ 『知っておきたいＮＰＯ法（改訂版）』（抄） 

「本法においては、特定非営利活動法人の活動状況等に関する情報を、広く市民一般に公開するものとしています。これは、①一方では、特定非営利

活動法人の活動状況を周知させ、参加の機会等を提供することによって、特定非営利活動の発展を促進するとともに、②他方では、特定非営利活動法人
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を市民の相互監視の下におくことによって、市民による緩やかな監督、あるいはそれに基づく特定非営利活動法人の自浄作用による是正を図ろうとして

いるからです。」（P.71～72） 

 

○ 『社会福祉法の解説』（抄） 

「平成 12 年改正では、社会福祉法人に関し、その事業の開始や運営に際し課せられている資産要件をはじめとした種々の規制を緩和している。（略）

このような規制緩和と併せて、社会福祉法人が、その高い公共性に着目して税制上の優遇措置などの公的助成を受けていることに鑑みれば、法人経営の

公共性・透明性を引き続き担保していくことが必要となる。このため、事業経営の適正性・透明性を確保し、社会福祉法人に関する不祥事の発生を防止

することにより、国民の信頼を築いていくことを目的として経営状況に関する情報開示を義務付けることとされたうえで重要なことであるといえよう。」

（P.188～199） 

「閲覧請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、その請求に応じて閲覧に供さなければならない。社会福祉法人が利害関係人からの情報開

示請求を拒むことができる正当な理由としては、その請求が閲覧請求権の濫用と認められる場合などが考えられる。」 

 

○ 『医療法・医師法（歯科医師法）解』（抄） 

「〔財産目録等の閲覧請求に係る〕条文は、医療法人の計算書類の作成、備付義務及び債権者の閲覧請求権について定めることによって、医療法人の業

務の合理的運営及び利害関係人の保護を図ったものである。」（P.152） 

 

○ 「私立学校法の一部を改正する法律案の概要」〔文部科学省によるプレス発表資料より抜粋〕 

「学校法人が公共性を有する法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協力をより得られるようにしていく観点から、財産目録、貸借対照表、

収支計算書、事業報告書等の関係者への閲覧を義務付ける。」 

 

○ 指導監督基準等適合状況（平成１４年１０月１日現在） 

情報公開実施平均率 全体：８７．６％（国：９７．８％、都道府県：８３．８％） 

ホームページ開設法人 全体：３５．７％（国：６１．２％、都道府県：２６．３％） 
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各種非営利法人制度等に係る情報開示制度の概要（ ）平成16年5月現在
公益法人 有限責任中間法人 NPO法人 認定NPO法人 宗教法人 学校法人 医療法人 更生保護法人 社会福祉法人
（民法） （中間法人法） （租税特別措置法） （宗教法人法） （私立学校法） （医療法） （更生保護事業法） （社会福祉法）（特定非営利活動促進法）

規定あり 規定あり 規定あり 規定あり 規定あり 規定あり 規定あり 規定あり開示の義 規定なし
務付け

<計算書類 定款等> <各法人> <各法人> 「閲覧させなければなら 「正当な理由がある場合 「閲覧を求めることがで 「閲覧に供しなければな 「正当な理由がある場合「原則として、一般の閲 、
請求することができる 「正当な理由がある場合 「正当な理由がある場合 ない」 を除いて、これを閲覧に きる」 らない」 を除いて、これを閲覧に覧に供すること」 「 」
〔但し、開示に係る罰則 を除いて、これを閲覧さ を除き、これを閲覧させ 〔但し、開示の相手方を 供しなければならない」 〔但し、開示に係る罰則 供しなければならない」〔法令上の規定ではない。
を参照 〕 せなければならない」 ること」 参照 〕 〔平成16年通常国会にお を参照 〕所管官庁は、本基準に適 。 。 。

いて成立した私立学校法合しない公益法人に対し
<会計帳簿等> <所轄庁> <国税庁長官> の一部を改正する法律にては、適合するように指
「請求することができる 「公衆の縦覧に供しなけ 「閲覧させなければなら より、平成17年4月1日よ導。〕
（一定事由〔註２〕に該 ればならない」 ない」 り施行 〕。
当する場合を除き、拒否 「閲覧させなければなら
禁止 」 ない」）
各種書類等の不備、不実 書類・帳簿の不備、不実 認定の取消し 書類・帳簿の不備、不実 書類・帳簿の不備、不実 書類・帳簿の不備、不実 書類・帳簿の不備、不実 書類・帳簿の不備、不実開示に係 規定なし
記載等、正当な理由がな 記載等 記載等 記載等 記載、正当な理由がない 記載等 記載等る罰則等
いのに閲覧等を拒否した 〔閲覧拒否に対する罰則 〔閲覧拒否に対する罰則 〔閲覧拒否に対する罰則 のに閲覧を拒否したとき 〔閲覧拒否に対する罰則 〔閲覧拒否に対する罰則
とき等 はなし〕 はなし〕 はなし〕 等 はなし〕 はなし〕
<計算書類 定款等> <各法人> 制限なし 信者その他の利害関係人 在学する者その他の利害 債権者 制限なし 法人が提供する福祉サー開示の相 制限なし 、
社員・債権者 社員その他の利害関係人 （閲覧について正当な利 関係人 ビスの利用を希望する者手方 「一般の閲覧に供

益があり、かつ、不当な その他の利害関係人すること 」。
<会計帳簿等> <所轄庁> 目的によるものでないと
総社員の議決権の10分の1 制限なし 認められる者）
以上を有する社員
定款 定款、定款の認証・登記 同左 規則及び認証書開示事項 定款又は寄附行為

関係書類
理事・監事の氏名・住所 役員名簿 氏名 住所等 同左 役員名簿 代表権を有する者の氏名 代表権を有する者の氏名 代表権を有する者の氏名 代表権を有する者の氏名役員名簿（常勤・非常勤 （ 、 、
〔登記事項〕 報酬の有無） ・住所・資格 ・住所・資格 ・住所・資格 ・住所・資格の別、国家公務員出身者

代表権を有する者の氏名 〔登記事項〕 〔登記事項〕 〔登記事項〕 〔登記事項〕である役員の最終官職を
・住所・資格含む）
〔登記事項〕

理事の氏名・住所〔登記
事項〕

社員名簿 社員名簿（10人以上の氏 同左社員名簿（氏名・住所）
名、住所等）〔社団法人の場合〕

事業報告書 事業報告書 同左 宗教活動以外の公益事業 事業報告書 事業成績書 事業報告書事業報告書
・収益事業に関する書類

損益計算書 収支計算書 同左 収支計算書 収支計算書 損益計算書 収支計算書、損益計算書 収支計算書収支計算書
（収益事業）

基金の総額 資産の総額 同左 基本財産の総額 資産の総額 資産の総額 資産の総額 資産の総額正味財産増減計算書（資
〔登記事項〕 〔登記事項〕 〔登記事項〕 〔登記事項〕 〔登記事項〕 〔登記事項〕 〔登記事項〕産の総額〔登記事項 ）〕
貸借対照表 貸借対照表 同左 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表 貸借対照表貸借対照表
会計帳簿、会計の書類、 財産目録 同左 財産目録 財産目録 財産目録 財産目録 財産目録財産目録
附属明細書

事業計画書事業計画書
〔設立時・定款変更時の
年度分・翌年度分のみ。
所轄庁での縦覧のみ 〕。
収支予算書収支予算書
〔設立時・定款変更時の
年度分・翌年度分のみ。
所轄庁での縦覧のみ 〕。

監事による監査報告書 監事による監査報告書 監事 意見 記載した書面の を
・剰余金の処分又は損失 ・設立趣旨書 ・報酬・給与支給規程 ・責任役員その他規則で
の処理に関する議案 所轄庁での縦覧のみ ・助成金の支給内容等 定める機関の議事に関す〔 。〕
・社員総会の議事録 ・収入の明細その他の資 る書類及び事務処理簿・
・社員全員が社員総会に 金 資産譲渡 寄付金等 註 境内建物に関する書類、 、 〔
おける理事・社員の提案 ３〕
に同意する旨及び当該提 ・寄付金充当予定の事業
案を記載した書類 の内容
事務所での閲覧、謄本・ 所轄庁での縦覧、主たる 同左（一部は国税庁（所 事務所での閲覧 各事務所での閲覧 各事務所での閲覧 主たる事務所での閲覧 各事務所での閲覧開示方法 主たる事務所・所管官庁
抄本の交付、謄写 事務所・所轄庁での閲覧 轄税務署等）で閲覧）での閲覧

HPでの公開を要請
註１ 「公益法人」の欄の斜字は 「公益法人の設立許可及び指導監督基準 （平成8年9月20日閣議決定 「改正公益法人指導監督基準Ｑ＆Ａ （内閣総理大臣官房管理室公益法人行政推進室回答 『公益法人』1998年4月号以降掲載 「インターネットによる公益法人のディスクロージャーに） 、 」 ）、 」 。 。）、
ついて （平成13年8月28日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）又は「公務員制度改革大綱に基づく措置について （平成14年3月29日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）に基づくものであることを示す。」 」

註２）一定事由とは、次のものである〔中間法人法第69条第3項において準用する商法第293条ノ7 。〕
① 社員が社員の権利の確保・行使に関し調査を行うためではないのに請求を行ったとき、又は、法人の業務の運営・社員共同の利益を害するために請求を行ったとき。
② 社員が法人と競業を行う者であるとき、法人と競業を行う法人の社員・株主・取締役・執行役であるとき、又は、法人と競業を行う者のためにその者の法人の株式を保有する者であるとき。
③ 社員が会計の帳簿・資料の閲覧・謄写による知り得た事実を利益を得て他人に通報するために、請求を行ったとき、又は、請求の日のまでの2年間においてその法人若しくは他の法人の会計の帳簿・資料に係る閲覧・謄写により知り得た事実を利益を得て他人に通報したことがある者
であるとき。

④ 社員が不適当なときに会計の帳簿・資料に係る閲覧・謄写を請求したとき。
註３）その詳細は次のとおり。
① 収入金額の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
イ 収入の生ずる取引及び支出の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引
ロ 役員、社員、従業員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又は次に掲げる者との取引
(1) 役員、社員、従業員若しくは寄附者又はこれらの者と親族関係を有する者（(2)において「役員等」という ）と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者。
(2) 役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

④ 会員の資格要件、会員の住所又は事務所の所在地の属する市町村別の数、会費その他会員制度に関する事項
⑤ 寄附金の募集に関する事項及び受け入れた寄附金の使途の実績に関する事項
⑥ 寄附者（その寄附金の額の事業年度中（事業年度の定めがない場合には、年間）の合計額が二十万円以上である者に限る ）の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受領年月日。
⑦ 報酬又は給与を得た役員又は従業員の氏名及びその金額に関する事項
⑧ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑨ 海外への送金又は金銭の持出しを行つた場合（その金額が二百万円以下の場合に限る ）におけるその金額及び使途並びにその実施日。


